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教育長報告（１） 

 

   新庄市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱の一部を改正する   

   訓令について 
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新庄市訓令第１３号 

新庄市議会訓令第３号 

新庄市教育委員会訓令第２号 

新庄市選挙管理委員会訓令第３号 

新庄市監査委員訓令第１号 

新庄市農業委員会訓令第３号 

 

                          庁     中   

                          出 先 機 関 

 

 新庄市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱の一部を改正する訓令を次のよ

うに定める。 

 

  令和２年３月３１日 

 

              新 庄 市 長   山 尾 順 紀 

              新 庄 市 議 会 議 長   下 山 准 一 

              新 庄 市 教 育 委 員 会 教 育 長   高 野   博 

              新庄市選挙管理委員会委員長   武 田 清 治 

              新 庄 市 代 表 監 査 委 員   大 場 隆 司 

              新庄市農業委員会会長   浅 沼 玲 子 

 

   新庄市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱の一部を改正する 

   訓令 

 

  新庄市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱（平成２６年訓令第５号、  

議会訓令第１号、教育委員会訓令第１号、選挙管理委員会訓令第１号、監査委員

訓令第１号、農業委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

別表１中「健康課長 看護師養成所開設準備課長」を「健康課長」に改める。 

別表２中 

「 

 健康課 〃 〃 

看護師養成所開設準備課 〃 〃 

                                   」 

を 

写 
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「 

 健康課 〃 〃 

                                   」 

に改める。 

別表３中部員の欄中「健康課・看護師養成所開設準備課」を「健康課」に改め

る。 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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教育長報告（２） 

 

   新庄市職員の人事評価実施規定の一部を改正する訓令について 
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新庄市訓令第１１号 

新庄市議会訓令第２号 

新庄市教育委員会訓令第３号 

新庄市選挙管理委員会訓令第２号 

新庄市監査委員訓令第２号 

新庄市農業委員会訓令第２号 

庁  中  

出先機関  

  

新庄市職員の人事評価実施規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

令和２年３月３１日 

 

新 庄 市 長   山 尾 順 紀 

新 庄 市 議 会 議 長   下 山 准 一 

新庄市教育委員会教育長   高  野  博 

新庄市選挙管理委員会委員長   武 田 清 治 

新庄市代表監査委員   大 場 隆 司 

新庄市農業委員会会長   浅 沼 玲 子 

 

新庄市職員の人事評価実施規程の一部を改正する訓令 

 

新庄市職員の人事評価実施規程（平成２８年／訓令第２号／議会訓令第１号

／教育委員会訓令第２号／選挙管理委員会訓令第１号／監査委員訓令第１号／農

業委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「昭和２５年法律第２６１号」を「昭和２５年法律第２６１号。以

下「法」という。」に改める。 

第３条中「市の常勤の一般職の職員」を「次に掲げるもの」に改め、同条た

だし書中「、その他の」を「その他の」に改め、同条に次の各号を加える。 

 （１） 法第３条第２項に規定する一般職に属する職員（以下「一般職の職員」

という。） 

（２）  法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員であって、当該

年度末まで任用が見込まれ、かつ、勤務時間が週１５時間３０分以上であ

るもの（以下「会計年度任用職員」という。） 

第４条第２項中「人事評価」を「一般職の職員に係る人事評価」に、「とお

写 
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り」を「とおりとし、会計年度任用職員に係る人事評価の評価者及び調整者は、

別表第２のとおり」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項

を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の人事評価は、評価者及び調整

者が行うものとする。 

第６条第１号中「能力評価」を「一般職の職員に係る能力評価」に改め、同

条第２号中「業績評価」を「一般職の職員に係る業績評価」に改め、同条に次の

１号を加える。 

（３）  会計年度任用職員に係る人事評価  毎年４月１日から翌年３月３１

日まで第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とする。 

第１３条第１項中「人事評価」を「一般職の職員に係る人事評価」に改め、

同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 任命権者は、任期が終了する会計年度任用職員を、再度、同一の職に任用す

る場合は、当該任期に係る人事評価の結果を活用し選考を行うことができる

ものとする。 

第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条と

し、第１０条の次に次の１条を加える。 

（会計年度任用職員の評価） 

第１１条 第７条から前条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員の評価は、

評価者が人事評価表（様式第１号）により評価を行うものとする。 

２ 調整者は、前項の評価について審査を行い、人事評価が適当である旨の確認

を行うものとする。 

３ 評価者は、第１項の規定による人事評価の結果を当該被評価者に開示するも

のとする。 

４ 評価者は、前項の開示が行われた後に被評価者と面談を行い、人事評価の結

果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。 

別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２ 

被評価者の区分 評価者 調整者 

会計年度任用職員 課長又は局長 総務課長 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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新
庄

市
職

員
の

人
事

評
価

実
施

規
程

(
平

成
2
8
年

訓
令

第
2
号

/
議

会
訓

令
第

1
号

/
教

育
委

員
会

訓
令

第
2
号

/
選

挙
管

理
委

員
会

訓
令

第
1
号

/

監
査

委
員

訓
令

第
1
号

/
農

業
委

員
会

訓
令

第
1
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(
総

則
)
 

(
総

則
)
 

第
1
条

 
新

庄
市

職
員

(
以

下
「

職
員

」
と

い
う

。
)
の

人
事

評
価

は
、

地
方

公
務

員
法

(
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
規

程
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り

実
施

す
る

。
 

第
1
条

 
新

庄
市

職
員

(
以

下
「

職
員

」
と

い
う

。
)
の

人
事

評
価

は
、

地
方

公
務

員
法

(
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う

。
)
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
規

程
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り

実
施

す
る

。
 

(
被

評
価

者
の

範
囲

)
 

(
被

評
価

者
の

範
囲

)
 

第
3
条

 
人

事
評

価
の

対
象

と
な

る
職

員
(
以

下
「

被
評

価
者

」
と

い

う
。

)
は

、
市

の
常

勤
の

一
般

職
の

職
員

と
す

る
。

た
だ

し
、

他
の

地
方

公
共

団
体

等
へ

の
派

遣
、

研
修

、
育

児
休

暇
、

休
職

、
そ

の

他
の

事
情

に
よ

り
人

事
評

価
の

実
施

が
困

難
で

あ
る

職
員

の
評

価

に
つ

い
て

は
、

市
長

が
別

に
定

め
る

。
 

第
3
条

 
人

事
評

価
の

対
象

と
な

る
職

員
(
以

下
「

被
評

価
者

」
と

い

う
。

)
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
と

す
る

。
た

だ
し

、
他

の

地
方

公
共

団
体

等
へ

の
派

遣
、

研
修

、
育

児
休

暇
、

休
職

そ
の

他

の
 
 
事

情
に

よ
り

人
事

評
価

の
実

施
が

困
難

で
あ

る
職

員
の

評
価

に
つ

い
て

は
、

市
長

が
別

に
定

め
る

。
 

〔
新

設
〕

 
(
1
)
 

法
第

3
条

第
2
項

に
規

定
す

る
一

般
職

に
属

す
る

職
員

(
以

下

「
一

般
職

の
職

員
」

と
い

う
。

)
 

〔
新

設
〕

 
(
2
)
 

法
第

2
2
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
会

計
年

度
任

用
職

員
で

あ

っ
て

、
当

該
年

度
末

ま
で

任
用

が
見

込
ま

れ
、

か
つ

、
勤

務
時

間
が

週
1
5
時

間
3
0
分

以
上

で
あ

る
も

の
(
以

下
「

会
計

年
度

任
用

職
員

」
と

い
う

。
)
 

(
評

価
者

及
び

調
整

者
)
 

(
評

価
者

及
び

調
整

者
)
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

第
4
条

 
(
略

)
 

第
4
条

 
(
略

)
 

〔
新

設
〕

 
2
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

会
計

年
度

任
用

職
員

の
人

事
評

価

は
、

評
価

者
及

び
調

整
者

が
行

う
も

の
と

す
る

。
 

2
 

人
事

評
価

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

1
次

評
価

者
、

2
次

評
価

者
及

び
調

整
者

は
、

別
表

第
1
の

と
お

り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と

す
る

。
 

3
 

一
般

職
の

職
員

に
係

る
人

事
評

価
の

1
次

評
価

者
、

2
次

評
価

者
及

び
調

整
者

は
、

別
表

第
1
の

と
お

り
と

し
、

会
計

年
度

任
用

職
員

に

係
る

人
事

評
価

の
評

価
者

及
び

調
整

者
は

、
別

表
第

2
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
人

事
評

価
の

期
間

)
 

(
人

事
評

価
の

期
間

)
 

第
6
条

 
評

価
期

間
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
評

価
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

第
6
条

 
評

価
期

間
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
評

価
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 

能
力

評
価

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎
年

1
月

1
日

か
ら

1
2
月

3
1
日

ま
で

 

(
1
)
 

一
般

職
の

職
員

に
係

る
能

力
評

価
 

毎
年

1
月

1
日

か
ら

1
2
月

3
1
日

ま
で

 

(
2
)
 

業
績

評
価

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎
年

4
月

1
日

か
ら

翌
年

3
月

3
1
日

ま
で

 

(
2
)
 

一
般

職
の

職
員

に
係

る
業

績
評

価
 

毎
年

4
月

1
日

か
ら

翌
年

3
月

3
1
日

ま
で

 

〔
新

設
〕

 
(
3
)
 

会
計

年
度

任
用

職
員

に
係

る
人

事
評

価
 

毎
年

4
月

1
日

か
ら

翌
年

3
月

3
1
日

ま
で

 

〔
新

設
〕

 
(
会

計
年

度
任

用
職

員
の

評
価

)
 

第
1
1
条

 
第

7
条

か
ら

前
条

ま
で

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

会
計

年
度

任
用

職
員

の
評

価
は

、
評

価
者

が
人

事
評

価
表

(
様

式
第

1
号

)
に

よ

り
評

価
を

行
う

も
の

と
す

る
。
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

2
 

調
整

者
は

、
前

項
の

評
価

に
つ

い
て

審
査

を
行

い
、

人
事

評
価

が

適
当

で
あ

る
旨

の
確

認
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

3
 

評
価

者
は

、
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

人
事

評
価

の
結

果
を

当
該

被

評
価

者
に

開
示

す
る

も
の

と
す

る
。

 

4
 

評
価

者
は

、
前

項
の

開
示

が
行

わ
れ

た
後

に
被

評
価

者
と

面
談

を

行
い

、
人

事
評

価
の

結
果

及
び

そ
の

根
拠

と
な

る
事

実
に

基
づ

き

、
指

導
及

び
助

言
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

(
職

員
の

異
動

又
は

併
任

へ
の

対
応

)
 

(
職

員
の

異
動

又
は

併
任

へ
の

対
応

)
 

第
1
1
条

 
(
略

)
 

第
1
2
条

 
(
略

)
 

(
人

事
評

価
記

録
書

の
保

管
)
 

(
人

事
評

価
記

録
書

の
保

管
)
 

第
1
2
条

 
(
略

)
 

第
1
3
条

 
(
略

)
 

(
人

事
評

価
の

結
果

の
活

用
)
 

(
人

事
評

価
の

結
果

の
活

用
)
 

第
1
3
条

 
人

事
評

価
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

結
果

は
、

被
評

価
者

の
任

用
、

給
与

、
分

限
そ

の
他

の
人

事
管

理
の

基
礎

と
し

て
活

用

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
1
4
条

 
一

般
職

の
職

員
に

係
る

人
事

評
価

の
結

果
は

、
被

評
価

者

の
任

用
、

給
与

、
分

限
そ

の
他

の
人

事
管

理
の

基
礎

と
し

て
活

用

す
る

も
の

と
す

る
。

 

〔
新

設
〕

 
2
 

任
命

権
者

は
、

任
期

が
終

了
す

る
会

計
年

度
任

用
職

員
を

、
再

度

、
同

一
の

職
に

任
用

す
る

場
合

は
、

当
該

任
期

に
係

る
人

事
評

価

の
結

果
を

活
用

し
選

考
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

2
 

(
略

)
 

3
 

(
略

)
 

(
苦

情
へ

の
対

応
)
 

(
苦

情
へ

の
対

応
)
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

第
1
4
条

 
(
略

)
 

第
1
5
条

 
(
略

)
 

(
委

任
)
 

(
委

任
)
 

第
1
5
条

 
(
略

)
 

第
1
6
条

 
(
略

)
 

 
別

表
第

2
 

 
被

評
価

者
の

区
分

 
評

価
者

 
調

整
者

 

会
計

年
度

任
用

職
員

 
課

長
又

は
局

長
 

総
務

課
長
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教育長報告（３） 

 

   出勤簿管理規定の一部を改正する訓令について 
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新庄市訓令第１０号 

新庄市議会訓令第１号 

新庄市教育委員会訓令第４号 

新庄市選挙管理委員会訓令第１号 

新庄市監査委員訓令第３号 

新庄市農業委員会訓令第１号 

庁  中  

出先機関  

  

出勤簿管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

令和２年３月３１日 

 

              新 庄 市 長   山 尾 順 紀 

              新 庄 市 議 会 議 長   下 山 准 一 

              新 庄 市 教 育 委 員 会 教 育 長   高 野   博 

              新庄市選挙管理委員会委員長   武 田 清 治 

              新 庄 市 代 表 監 査 委 員   大 場 隆 司 

              新庄市農業委員会会長   浅 沼 玲 子 

 

出勤簿管理規程の一部を改正する訓令 

 

出勤簿管理規程（昭和５６年訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「本市に常時勤務する職員をいう。」を「本市に常時勤務する

職員及び会計年度任用職員をいう。」に改める。 

第３条中「自ら出勤簿（様式第１号）に押印しなければならない。」を「常

勤職員は出勤簿（様式第１号）に、会計年度任用職員は会計年度任用職員出勤簿

（様式第１号の２）に自ら押印しなければならない。」に改める。 

第６条中「（様式第１号の２）」を「（様式第１号の３）」に改める。 

第７条に次のただし書きを加える。 

「総務課長に提出しなければならない。ただし、会計年度任用職員については、

翌年度の指定する日までとする。」 

別表第１号の２を別表第１号の３とし、別表第１号の次に次の１様式を加える。 

 

 

写 
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（
様

式
第

１
号

の
２

） 1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

日

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
 
 
日

　
時

停
職

日

内
勤

出
張

日
特 別 休 暇

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替

9

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

日

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
 
 
日

　
時

停
職

日

日
特 別 休 暇

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替

内
勤

出
張

8

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

日

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
 
 
日

　
時

停
職

日

日
特 別 休 暇

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替

内
勤

出
張

7

 
 
日

　
時

停
職

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
日

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替
日

内
勤

出
張

日
特 別 休 暇

6

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

傷
病

週
休

日
休 職

内
勤

日
育

児
休

業

代
替

年
休

出
張

 
 
日

　
時

停
職

日

日
私

傷
病

日
振

替
日

特 別 休 暇

公
傷

病

日
 
 
日

　
時

そ
の

他

日
日

5

そ
の

他
 
 
日

　
時

 
 
日

　
時

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

年
休

日

週
休

月
　

日

4
停

職
日

特 別 休 暇

公
傷

病
日

年
度

会
計

年
度

任
用

職
員

出
勤

簿
(
前

期
)

職
名

氏
　

名

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替
日

内
勤

出
張
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

日

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
 
 
日

　
時

停
職

日

日
特 別 休 暇

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替

内
勤

出
張

3

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

日

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
 
 
日

　
時

停
職

日

日
特 別 休 暇

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替

内
勤

出
張

2

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

日

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
 
 
日

　
時

停
職

日

日
特 別 休 暇

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替

内
勤

出
張

1

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

日

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
 
 
日

　
時

停
職

日

日
特 別 休 暇

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替

内
勤

出
張

1
2

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

日

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
 
 
日

　
時

停
職

日

日
特 別 休 暇

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替

内
勤

出
張

1
1

日

そ
の

他
日

欠
勤

 
 
日

　
時

週
休

日
休 職

傷
病

日
育

児
休

業

日

年
休

 
 
日

　
時

そ
の

他
 
 
日

　
時

停
職

日

日
特 別 休 暇

公
傷

病
日

代
替

日

日
私

傷
病

日
振

替

内
勤

出
張

1
0

年
度

会
計

年
度

任
用

職
員

出
勤

簿
(
後

期
)

職
名

氏
　

名

月
　

日
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附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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出
勤

簿
整

理
規

程
(
昭

和
5
6
年

訓
令

第
6
号

/
議

会
訓

令
第

1
号

/
教

育
委

員
会

訓
令

第
1
号

/
選

挙
管

理
委

員
会

訓
令

第
1
号

/
監

査
委

員
訓

令
第

1

号
/
農

業
委

員
会

訓
令

第
1
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(
用

語
の

意
義

)
 

(
用

語
の

意
義

)
 

第
2
条

 
こ

の
規

程
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

第
2
条

 
こ

の
規

程
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1
)
 

職
員

 
本

市
に

常
時

勤
務

す
る

職
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
を

い
う

。
 

(
1
)
 

職
員

 
本

市
に

常
時

勤
務

す
る

職
員

及
び

会
計

年
度

任
用

職
員

を
い

う
。

 

(
2
)
 

(
略

)
 

(
2
)
 

(
略

)
 

(
出

勤
簿

の
押

印
)
 

(
出

勤
簿

の
押

印
)
 

第
3
条

 
職

員
は

定
刻

ま
で

に
出

勤
し

、
各

課
等

の
長

の
定

め
る

場

所
に

お
い

て
、

自
ら

出
勤

簿
(
様

式
第

1
号

)
に

押
印

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。

 

第
3
条

 
職

員
は

定
刻

ま
で

に
出

勤
し

、
各

課
等

の
長

の
定

め
る

場

所
に

お
い

て
、

常
勤

職
員

は
出

勤
簿

(
様

式
第

1
号

)
に

、
会

計
年

度
任

用
職

員
は

会
計

年
度

任
用

職
員

出
勤

簿
(
様

式
第

1
号

の
2
)
に

自
ら

押
印

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
休

暇
等

に
関

す
る

記
録

の
整

理
保

管
)
 

(
休

暇
等

に
関

す
る

記
録

の
整

理
保

管
)
 

第
6
条

 
総

務
課

長
は

、
職

員
の

特
別

休
暇

、
遅

刻
、

早
退

、
欠

勤

、
組

合
休

暇
及

び
職

務
に

専
念

す
る

義
務

の
免

除
に

関
す

る
記

録

を
特

別
休

暇
等

に
関

す
る

記
録

簿
(
様

式
第

1
号

の
2
)
に

よ
り

整
理

し
、

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
6
条

 
総

務
課

長
は

、
職

員
の

特
別

休
暇

、
遅

刻
、

早
退

、
欠

勤

、
組

合
休

暇
及

び
職

務
に

専
念

す
る

義
務

の
免

除
に

関
す

る
記

録

を
特

別
休

暇
等

に
関

す
る

記
録

簿
(
様

式
第

1
号

の
3
)
に

よ
り

整
理

し
、

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

 

2
 

(
略

)
 

2
 

(
略

)
 

(
出

勤
簿

に
関

す
る

報
告

書
)
 

(
出

勤
簿

に
関

す
る

報
告

書
)
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

第
7
条

 
各

課
等

の
長

は
、

所
属

職
員

の
出

勤
及

び
休

暇
等

に
関

す

る
記

録
を

出
勤

簿
に

関
す

る
報

告
書

(
様

式
第

3
号

)
に

よ
り

、
月

ご
と

に
集

計
し

、
翌

年
の

指
定

す
る

日
ま

で
に

総
務

課
長

に
提

出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
7
条

 
各

課
等

の
長

は
、

所
属

職
員

の
出

勤
及

び
休

暇
等

に
関

す

る
記

録
を

出
勤

簿
に

関
す

る
報

告
書

(
様

式
第

3
号

)
に

よ
り

、
月

ご
と

に
集

計
し

、
翌

年
の

指
定

す
る

日
ま

で
に

総
務

課
長

に
提

出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

会
計

年
度

任
用

職
員

に
つ

い

て
は

、
翌

年
度

の
指

定
す

る
日

ま
で

と
す

る
。
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